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換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号を教え頂い

た会社へお送りしております。不要の方はお手

数ですがメール、ＦＡＸ、電話等でその旨をご連
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就業規則は定期的な見直しが必要です 

たとえ完璧に作られた就業規則であっても、

時間の経過とともに不都合が起きる可能性があ

ります。定期的に、出来れば１年に一回は見直

しが必要です。弊事務所では、法的視点、第３

者的視点から御社の就業規則を診断します。 

社会保険労務士 丸山事務所 
〒330-0852 

埼玉県さいたま市大宮区大成町 １－５１５ 

所長 ：丸山 峰雄（特定社会保険労務士）

Tel・Fax : 048-637-4387 

e-Mail  : info@office-maruyama.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ : http://www.office-maruyama.jp

労働時間と自主参加
会社は自主参加と認識しているのに、社員は労
働時間と捉えてトラブルになっているケースがあ
ります。今回は、労働時間と自主参加について整
理して見てみました。
 労働時間とは  
労働基準法による労働時間とは、「労働者が使
用者の指揮命令下に置かれている時間」とされて
います。休憩時間は、会社内に居たとしても自由
に使える時間ですから、指揮命令下ではなく労働
時間とは言えません。それでは、研修や会社行
事、グループ活動、始業前の清掃はどうなるか。
ケースバイケースで判断されることになります。 
 研修時間 
社員の能力や技能の向上を図るために、研修を
実施している会社は多いと思われます。この研修
が業務の遂行に直接関係する内容のときは、原則
として労働時間になります。社員の将来を見据え
ての幅広い知識の習得を目的として、形式的には
自主参加となっていたとしても、会社が受講を命
じたり、参加を人事考課の評価項目に入れたり、
受講レポートの提出を課したりすると、労働時間
になるでしょう。 
全くの自主参加の研修であり、参加するしない
に関して完全に社員の自由に任せるためには、人
事評価に用いないことはもとより、出欠を採らな
い等の配慮が必要になります。 
会社行事
忘年会や慰安旅行あるいは社内運動会等の会社
行事は強制参加が義務付けされていない限り、自
主参加として労働時間にはなりません。ところ
が、不参加者に不利益が課せられるようなとき

は、話が変わります。例えば、不参加者は積極性
や協調性がないとして人事考課で不利な扱いを受
けたり、その時間中に業務に関する重要な情報が
伝えられたりすると、もはや自主参加とは言えず
労働時間となります。 
 インフォーマルな改善活動  
５Ｓ活動やＴＱＣ活動等の小集団活動をインフ
ォーマルな改善活動として奨励している会社があ
ります。こうした活動は自己啓発を目的とした自
主参加活動として労働時間にしていないケースが
ありますが、問題です。 
自主参加活動であっても事業活動に直接寄与す
る性質があれば原則として労働時間となります。
直接寄与しないとしても、会社行事と同じく不参
加者に不利益を課したり、課題を本人の希望に関
わらず一方的会社が指定したり、あるいは活動の
成果を人事考課の評価要素としていれば、当然に
労働時間となります。 
 始業前、終業後の清掃 
始業前や終業後に自分の机に雑巾がけしたり、
ごみ箱の中身を捨てたりすることはよく行われて
います。そのような時間は、清掃することを命じ
ていない限り労働時間ではありません。ところが
同じ清掃でも、工場現場での機械清掃や店舗のガ
ラス磨き、クリニック等の床掃除となると話が違
います。これらの清掃行為は、製造活動やお客さ
んや患者さんを迎えるにあたっての必要不可欠な
作業です。従って、たとえ社員が自主的に清掃を
しているとしても、会社が清掃していることを知
っていることをもって黙示の業務命令があったと
みなされ労働時間となります。


